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長崎市福祉部 介護保険課 給付係

１ 福祉用具購入費支給申請に係る
添付書類の変更について

２ 居宅療養管理指導の算定について

３ 事故（感染症等発生）報告について

４ 令和６年度介護報酬改定について



▶理 由：福祉用具購入費の不正請求・受給が発生

⇒審査・確認を強化

▶実施時期：

（償還払及び受領委任払の事後申請時に添付） 2

１ 福祉用具購入費支給申請に係る添付書類の変更について

令和6年4月1日申請分から

【償還払】

※1：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）第214条の2
に規定する「特定福祉用具販売計画（福祉用具サービス計画書又は福祉用具個別援助計画書）」の写し。
ただし、利用者の同意があるもの（電子的方法による同意の場合は、その同意の意思表示をしたもの

（電子メール等）の写しなどで可）。
※2：納品時に利用者宅で撮影し、被保険者番号、被保険者氏名、品名、撮影日の記載があるもの。

【受領委任払の事後申請】

変更前 変更後

・領収証（原本）
・福祉用具のカタログ
（写し）

・領収証（原本）
・福祉用具のカタログ
（写し）
・「特定福祉用具販売
計画（※1）の写し」又
は「納品写真（※2）」
のいずれか1つ

変更前 変更後

・領収証（原本）
・給付券（原本）
・委任状
・納品書又は請求書

・領収証（原本）
・給付券（原本）
・委任状
・納品書又は請求書
・「特定福祉用具販売
計画（※1）の写し」又
は「納品写真（※2）」
のいずれか1つ



２ 居宅療養管理指導の算定について

医師・歯科医師・薬剤師等が行う居宅療養管理指導とは

※1：短期入所生活介護（ショートステイ）や小規模多機能型居宅介護、特別養護老人ホームの居室は介護保険
法上の「居宅」ではない。よって、利用者が入所中の施設に訪問しての算定は不可。例外として、居住系
の施設である認知症対応型共同生活介護（グループホーム）及び特定施設入居者生活介護の場合は、算定可。

※2：情報提供の方法は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とし、リモートでの参加や「情報
提供すべき事項」をメールやFAX等しても可。

※3：同月に複数回の医師・歯科医師・薬剤師による居宅療養管理指導を算定する場合については、毎回情報提供
を行うことが必要である（利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや利用者や
家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい）。

居宅療養管理指導費の算定にあたっては、必ずケアマネジャーやケアプラン作成の有無

を利用者や家族等に確認してください。ケアマネジャーへの情報提供がなく算定されて

いる場合は、介護給付費の返還が生じることとなります。

ケアプラン作成の有無を必ず確認してください！！

・通院が困難な利用者の居宅（※1）を訪問し、利用者やその家族等へ指導及び助言を行う

・ケアマネジャーに対し、ケアプランの作成に必要な情報提供（※2）を行う
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２ 居宅療養管理指導について(参考資料）

【参考】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具
貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ
いて（平成１２年３月１日老企第３６号）」

※一部抜粋
居宅療養管理指導費

◇医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
① 算定内容
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理

に基づき、介護支援専門員（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者に
ついては居宅サービス計画（以下６〔居宅療養管理指導費の規定〕において「ケアプラン」という。）を作成して
いる介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密
着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員
をいう。以下６〔居宅療養管理指導費の規定〕において「ケアマネジャー」という。）に対するケアプランの作成
等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこ
ととなるため留意すること。
利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当

該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。
◇薬剤師が行う居宅療養管理指導について
① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計
画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を
訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅
療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記
録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）を作成すると
ともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行う
こととする。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。
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３ 事故（感染症等発生）報告について

１．報告すべき事故
本市に報告すべき事故の対象を明確にすることにより介護サービス事業所からの迅速な報告に基づく
適切な対応を図るため、次のとおり事故報告基準を令和２年５月１２日付けで制定しています。

事項 事故種別

サービス提供に起因するもの
で重大なもの

サービス提供(送迎・通院を含む。)時における利用者の事故で、当該利用者が死亡又は入院に至ったも
の若しくは怪我の程度が、骨折、縫合が必要な外傷又は重体となったもの若しくは誤飲、異食、誤薬、
服薬漏れ等により、治療を要することとなったもの

離設による利用者の行方不明(概ね60分以内に発見した場合を除く。)

虐待

利用者情報の誤送信など個人情報の漏洩

職員(従業者)の法令違反・不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの

貴重品、預り金等の紛失、盗難等

国通知別紙に記載されていないもので、利用者が集団で生活又は利用する対象サービスにおける感染症
や食中毒及び原因不明の健康被害の拡大

サービス提供に支障をきたす
設備の不具合

受傷者の有無に関わらず火災、爆発事故、天井や壁の崩落等、施設の安全管理上の事故

停電又は空調機器、水道設備など利用者の生命、身体に影響を及ぼす設備の長期間にわたる不具合

自然災害による施設設備の重大な破損等、サービス提供に影響がある被害

社会的影響が大きいもの 不審者侵入、不審物による被害、毒劇物・危険物の混入による集団健康被害等、刑事事件となるような

事案

【事故報告基準】

＊上記表のほか、利用者の生命、身体、財産に重大な結果を生じる恐れがある事故 5



３ 事故（感染症等発生）報告について

6

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管

部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告すると

ともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。

感染症等が発生した場合
【参考】「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の

一部改正について（国通知より抜粋）

該当する状況となった場合は保健所及び所管課に速やかに報告してください！！

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が

１週間内に２名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又は全利用者の

半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、

特に施設長が報告を必要と認めた場合



３ 事故（感染症等発生）報告について
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２．事故報告書の提出時期
事故発生又は発見後、２週間以内。再発防止策を検討中の場合はその旨記載して提出し、後日、

検討した結果について改めて報告すること。
※重大事故（死亡事故や交通事故等）及び緊急を要するものについては、発生後、直ちに電話
又はFAXによる第一報を行うこと。

３．事故報告書の提出先
事業所の所在地の市町村及び利用者の保険者（異なる場合は双方）へ、郵送又は窓口に直接持

参にて提出する。

４．事故報告書の様式
「１．報告すべき事故」における事故報告基準にて本市様式を定めているので参照のこと。

【報告事項】
①事業所に係る事項（事業所名、代表者氏名、電話番号）
②利用者に係る事項（被保険者番号、氏名、年齢、性別、要介護度、保険者名）
③事故の概要に係る事項（発生又は発見日時、場所、被害の状況、事故の種類、発見時の状況・経緯
④事故発生時の対応に係る事項（事業者の対応状況、利用医療機関名、診断名、治療の概要、入院の有無、
家族への連絡状況）

⑤事故発生後の対応に係る事項（事故の原因分析、再発防止策）
※誤薬・服薬忘れの場合は薬の名称及び効能、医師の指示内容についても記載すること。

５．その他
事故発生後、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者等にも連絡を行うこと。



３ 事故の状況について（参考）
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サービス種別
R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

感染症

(再掲)

感染症

(再掲)

感染症

(再掲)

感染症

(再掲)

①訪問介護 １２ ４ １ １ ０

②訪問看護 ０ ０ ０ ０ ０

③訪問リハビリテーション ０ ３４ ２ １ ０

④通所介護（地域密着型を含む） ９４ １５ ４７ ３６ ４

⑤通所リハビリテーション ２０ ８５ ９ １６ ０

⑥短期入所生活介護 １３９ ２ ８０ ６９ ０

⑦短期入所療養介護 １ ４６ １ ３ ０

⑧特定施設入居者生活介護 ９１ ９３ ２７ ４７ ０

➈介護老人福祉施設 １２０ ７８ ８９ ９１ ９

⑩介護老人保健施設 ９３ １ ７９ ７７ ４

⑪介護療養型医療施設(介護医療院) １ ２ ０ ０ ０

⑫認知症対応型通所介護 ７ １８ ０ ０ ０

⑬小規模多機能型居宅介護 ４２ ３ １６ ２２ ２

⑭看護小規模多機能型居宅介護 ４ ７２ １ １ ０

⑮認知症対応型共同生活介護 １２０ ２ ５６ ８６ ２

⑯地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ３７ ０ ４ ８ １

⑰定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５ ０ ０ １ ０

合計 ７８６ （０） ４５５ （０） ４１２ （０） ４５９ （２２）

１．サービス別
※令和5年度は令和6年１月末日現在
※令和4年度までは、感染症に新型コロナウイルス感染症は含まない



３ 事故の状況について（参考）
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２．訪問介護・訪問リハビリの事故の状況について
（令和5年４月１日～令和6年１月３１日）

事故発生理由 利用者の状態 発生場所

転倒・転落 1 骨折 1 居室 0

負傷確認 0 打撲 0 リビング 0

誤薬・服薬

漏れ

0 裂傷 0 食堂 0

誤嚥 0 皮膚剥離 0 廊下 0

交通事故 0 火傷 0 ホール 0

感染症 0 死亡 0 浴室・脱衣所 0

離設 0 異常なし 0 トイレ・洗面所 0

その他 1 その他 1 事業所の外 0

玄関 0

その他（自宅） 2

３．通所リハビリ・通所介護・認知症対応型通所介護の事故
の状況について（令和５年４月１日～令和６年１月３１日）

事故発生理由 利用者の状態 発生場所

転倒・転落 39 骨折 30 居室 1

負傷確認 5 打撲 3 リビング 1

誤薬・服薬

漏れ

0 裂傷 10 食堂 2

誤嚥 0 皮膚剥離 0 廊下 1

交通事故 1 火傷 0 ホール 3

感染症 4 死亡 1 浴室・脱衣所 8

離設 0 異常なし 1 トイレ・洗面所 7

その他 3 その他 7 事業所の外 9

玄関 2

その他 18



３ 事故の状況について（参考）
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４．(地域密着)特養・老健・療養型・特定施設の事故の
状況について（令和5年４月１日～令和6年１月３１日）

事故発生理由 利用者の状態 発生場所

転倒・転落 151 骨折 171 居室 139

負傷確認 19 打撲 2 リビング 10

誤薬・服薬

漏れ

0 裂傷 18 食堂 18

誤嚥 7 皮膚剥離 1 廊下 17

交通事故 0 火傷 0 ホール 1

感染症 14 死亡 4 浴室・脱衣所 5

離設 1 異常なし 1 トイレ・洗面所 12

その他 31 その他 25 事業所の外 0

玄関 0

その他 21

５．認知症対応型共同生活介護の事故の状況について
（令和5年４月１日～令和6年１月３１日）

事故発生理由 利用者の状態 発生場所

転倒・転落 68 骨折 74 居室 54

負傷確認 12 打撲 0 リビング 17

誤薬・服薬

漏れ

0 裂傷 6 食堂 3

誤嚥 3 皮膚剥離 0 廊下 4

交通事故 0 火傷 0 ホール 0

感染症 2 死亡 2 浴室・脱衣所 1

離設 0 異常なし 0 トイレ・洗面所 5

その他 1 その他 4 事業所の外 0

玄関 0

その他 2



３ 事故の状況について（参考）
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６．短期入所生活（療養）介護の事故の状況について
（令和5年４月１日～令和6年１月３１日）

事故発生理由 利用者の状態 発生場所

転倒・転落 54 骨折 56 居室 49

負傷確認 12 打撲 4 リビング 5

誤薬・服薬漏

れ

1 裂傷 6 食堂 5

誤嚥 3 皮膚剥離 0 廊下 5

交通事故 0 火傷 0 ホール 1

感染症 0 死亡 1 浴室・脱衣所 2

離設 1 異常なし 1 トイレ・洗面所 3

その他 1 その他 4 事業所の外 2

玄関 0

その他 0



４ 令和6年度介護報酬改定について

令和5年度集団指導資料
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令和6年8月から
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負担限度額（補足給付）の見直し

15

※（ ）内の金額は特別養護老人ホームを使用する場合
ただし、次の要件に該当する方は対象外となる。
・第1段階 ：預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階 ：預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階① ：預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階② ：預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合
・世帯分離している（住民票上世帯が異なる）配偶者が課税されている場合

・60円／日増加（第1段階
の多床室利用者を除く）
※食費は変更なし



【判断体制・プロセス】
●選択制の対象となる福祉用具を利用する場合は、利用者又は家族等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択す
ることができる。

●貸与と販売の選択について検討を行う際は、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種の意見
を反映させるために、サービス担当者会議等を活用するほか、介護支援専門員が各専門職への「照会」により意
見を聞く方法も可能とする。

●介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、取得可能な「医学的初見」等に基づきサービス担当者会議等で得ら
れた判断を踏まえ、利用者又は家族等に対し、貸与又は販売に関する提案を行う。
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